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１　

公
務
員
退
職
給
付
の
官
民
較
差
是
正

民
間
の
企
業
年
金
及
び
退
職
金
に
関
す
る

人
事
院
調
査
結
果

民
間
↓
二
、
五
四
七
・
七
万
円

公
務
↓
二
、
九
五
〇
・
三
万
円

差
額
（
四
〇
二
・
六
万
円
）

⇩　

 

人
事
院
調
査
結
果
に
基
づ
き
官
民

較
差
を
是
正
す
べ
き
と
の
結
論
に

至
っ
た
。

⇩　

 

官
民
較
差
四
〇
二
・
六
万
円
の
調

整
は
、
そ
の
全
額
を
一
時
金
で
あ

る
退
職
手
当
の
支
給
基
準
引
下
げ

に
よ
り
行
う
こ
と
が
適
当
（
二
、

七
〇
七
・
一
万
円
か
ら
二
、
三
〇

四
・
五
万
円
に
約
一
四
・
九
％
引

下
げ
）。

　

平
成
二
十
四
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
人
事

院
調
査
結
果
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
官
民
較
差

に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
等
の
退
職
手
当
及

び
共
済
年
金
職
域
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
退

職
給
付
総
額
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
が
行
わ
れ
、
退
職
給
付
の
差
額
約
四
〇
〇

万
円
に
つ
い
て
は
、
退
職
手
当
の
支
給
水
準

引
下
げ
に
よ
っ
て
官
民
較
差
調
整
を
行
う

（
下
図
参
照
）。

２　

 

官
民
較
差
調
整
後
の
公
務
員
の
退
職
給

付
の
在
り
方

　

二
十
七
年
十
月
以
降
、
職
域
部
分
の
廃
止

に
よ
り
官
民
較
差
調
整
後
の
退
職
給
付
が
経

過
的
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
官
民
の
バ

ラ
ン
ス
が
乖
離
（
逆
に
公
務
員
が
低
く
な
る

こ
と
）
す
る
た
め
、
官
民
較
差
調
整
後
の
退

職
給
付
に
つ
い
て
、
①
そ
の
全
額
を
退
職
手

当
と
し
て
支
給
す
る
か
、
②
そ
の
一
部
に
年

金
を
導
入
す
る
か
は
、
官
民
均
衡
後
の
退

職
給
付
総
額
を
退
職
手
当
と
年
金
で
ど
の
よ

う
に
配
分
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
一
定
の

仮
定
の
下
で
は
公
務
員
の
退
職
給
付
へ
の
最

終
的
な
税
投
入
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
前
提

被
用
者
年
金
制
度
一
元
化

「
共
済
年
金
職
域
部
分
と
退
職
給
付
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
識
者
会
議
」
報
告
書
の
概
要

企
画
室
（
共
済
事
業
本
部
）

　

第
一
八
〇
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
被
用
者
年
金
一
元
化
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平

成
二
十
四
年
八
月
十
日
、
可
決
・
成
立
し
、
八
月
二
十
二
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
（
こ
の
法
案
の

概
要
は
、
本
誌
六
月
号
に
掲
載
）。
こ
の
法
案
で
検
討
事
項
と
な
っ
て
い
る
共
済
職
域
部
分
廃
止

と
同
時
に
設
け
ら
れ
る
新
た
な
年
金
（
新
三
階
年
金
）
に
つ
い
て
は
、
岡
田
副
総
理
の
下
、「
共

済
年
金
職
域
部
分
と
退
職
給
付
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と
い
い
ま
す
）

で
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
七
月
五
日
、
有
識
者
会
議
に
お
け
る
報
告
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（有職者会議報告書資料より抜粋）

に
、

○ 　

民
間
の
企
業
年
金
に
相
当
す
る
労
使
折

半
の
年
金
（「
年
金
払
い
退
職
給
付
」）
を

導
入
し
、
退
職
手
当
と
の
二
本
建
て
で
支

給
す
る
こ
と

○ 　

年
金
の
一
部
を
一
時
金
と
し
て
支
給
す

る
こ
と
が
選
択
可
能
な
仕
組
み
と
す
る
こ
と

○ 　

確
定
給
付
型
と
確
定
拠
出
型
双
方
の
特

徴
を
併
せ
持
つ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス

方
式
を
採
用

平成27年９月末までの退職者にかかる退職給付の支給水準調整について

上記を踏まえれば、402.6万円（官民較差）を調整するには、当面の退職者については「退職手当」によらざるをえないか
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○ 　

服
務
規
律
維
持
の
た
め
支
給
制
限
措
置

を
導
入
し
た
り
適
切
な
水
準
の
公
務
上
障

害
・
遺
族
年
金
を
設
け
た
り
す
る
た
め
に

終
身
年
金
を
設
定
す
る
な
ど
、
公
務
の
特

殊
性
に
配
慮
し
た
公
務
員
制
度
の
一
環
と

し
て
の
年
金
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

「
年
金
払
い
退
職
給
付
」の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ

① 　

公
務
員
の
相
互
救
済
と
い
う
要
請
に

応
え
る
観
点
か
ら
、
公
務
員
本
人
に
も

事
業
主
と
同
程
度
の
負
担
を
求
め
、
掛

金
に
つ
い
て
労
使
折
半
負
担
と
す
る
。

② 　

年
金
の
う
ち
二
分
の
一
程
度
は
一
時

金
・
有
期
年
金
選
択
可
と
し
、
残
り
は

終
身
年
金
と
す
る
。

③ 　

年
金
財
政
の
健
全
性
を
堅
持
す
る
観

点
か
ら
、
財
政
運
営
や
指
標
の
設
定
等

に
お
い
て
、
現
行
法
令
上
民
間
企
業
年

金
に
認
め
ら
れ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ

ン
ス
方
式
（
※
１
）
を
基
に
さ
ら
に
保

守
的
な
制
度
設
計
・
運
営
を
行
う
（
※

２
）。

④ 　

公
務
員
制
度
の
一
環
と
し
て
、
現
役

時
か
ら
退
職
時
ま
で
を
通
じ
た
信
用
失

墜
行
為
等
に
対
す
る
支
給
制
限
措
置
を

導
入
す
る
。

⑤ 　

全
額
公
費
負
担
で
あ
っ
た
公
務
上
障

害
・
遺
族
年
金
制
度
を
労
使
折
半
の
枠

内
で
導
入
す
る
。

⑥ 　

退
職
手
当
の
み
の
支
給
と
す
る
場
合

と
最
終
的
な
税
負
担
は
変
わ
ら
な
い
と

考
え
得
る
が
、
現
行
職
域
部
分
と
異
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

こ
の
た
め
、
賦
課
方
式
に
基
づ
く
現
行

の
職
域
部
分
が
保
有
す
る
積
立
金
は
一

切
活
用
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
年
金

額
を
現
行
水
準
よ
り
抑
制
し
、
現
行
法

令
上
民
間
企
業
年
金
に
認
め
ら
れ
た
仕

組
み
に
よ
り
保
守
的
な
制
度
設
計
・
運

営
を
行
い
、
⑤
等
を
除
い
て
障
害
・
遺

族
年
金
制
度
を
廃
止
す
る
。

（
※
１
）
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
方
式　

　

確
定
給
付
型
年
金
の
一
種
で
、
毎
月
の
報

酬
に
対
す
る
一
定
率
の
付
与
と
国
債
利
回
り

に
連
動
し
た
客
観
的
指
標
で
付
利
し
た
も
の

を
個
人
ご
と
に
「
仮
想
個
人
勘
定
」
に
累
積

し
、
そ
の
積
み
立
て
ら
れ
た
仮
想
個
人
勘
定

に
よ
り
年
金
を
支
給
す
る
仕
組
み
。

（
※
２
）
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
方
式
を

ベ
ー
ス
に
し
た
場
合
の
財
政
の
安
定
に
関
す

る
検
討
事
項

⑴　

財
政
運
営
に
関
す
る
事
項　

○ 　

保
険
料
を
計
算
す
る
際
の
予
定
利
率

の
仮
定
等
を
慎
重
に
設
定

○ 　

制
度
発
足
当
初
は
早
期
（
例
え
ば
三

年
後
）
に
財
政
再
計
算
を
実
施
。
給
付

設
計
や
保
険
料
水
準
等
に
つ
い
て
早
期

に
検
証
・
検
討

○ 　

制
度
発
足
当
初
は
、
次
回
の
財
政
再

計
算
ま
で
に
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る

財
政
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
等
（
運
用
利
回

り
の
低
迷
等
）
を
織
り
込
ん
で
、
安
全

な
保
険
料
を
設
定

⑵　

積
立
（
加
入
時
）
に
関
す
る
事
項

○ 　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
方
式
の
特
長

と
し
て
、
運
用
実
績
が
予
定
利
率
を
下

回
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
指
標
の
実

績
が
見
通
し
を
同
程
度
下
回
れ
ば
、
利

回
り
に
か
か
る
積
立
不
足
要
因
は
抑
制

• 

従
来
方
式
で
は
、
運
用
実
績
と
予
定

利
率
と
の
乖
離
は
積
立
不
足
の
要
因

• 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
方
式
で
は
、

指
標
の
実
績
が
見
通
し
を
下
回
っ
た

部
分
は
給
付
水
準
が
調
整
さ
れ
る

○ 　

仮
想
個
人
勘
定
に
付
利
す
る
指
標
に

つ
い
て
慎
重
な
設
定
を
行
う

• 

例
え
ば
、
指
標
と
し
て
、
当
面
は
、

十
年
国
債
の
応
募
者
利
回
り
の
十
年

平
均
、
五
年
平
均
、
一
年
平
均
の
う

ち
低
い
も
の
を
使
用（
さ
ら
に
、上
・

下
限
を
設
定
）
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る

• 

指
標
及
び
予
定
利
率
を
慎
重
に
設
定

し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
運
用
実
績
、

指
標
の
実
績
、
予
定
利
率
の
関
係
に

着
目
し
て
付
利
す
る
率
を
保
守
的
に

定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

⑶　

給
付
（
受
給
時
）
に
関
す
る
事
項

○ 　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
方
式
の
特
長

と
し
て
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
指

標
の
変
動
に
伴
い
受
給
者
の
給
付
水
準

を
調
整
す
る
仕
組
み
が
導
入
し
や
す
い

○ 　

年
金
額
計
算
の
基
礎
と
な
る
予
定
利

率
を
慎
重
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
利
回

り
に
か
か
る
積
立
不
足
要
因
を
抑
制

○ 　

終
身
年
金
と
す
る
場
合
、
毎
年
の
年

金
額
を
改
定
す
る
際
に
、
指
標
の
変
動

と
同
様
に
、
死
亡
率
の
変
化
も
織
り
込

む
こ
と
で
、
寿
命
の
伸
び
に
か
か
る
積

立
不
足
要
因
を
抑
制

３　

 

地
方
公
務
員
・
私
立
学
校
教
職
員
の
年

金
に
つ
い
て

検
討
の
ポ
イ
ン
ト

○ 　

地
方
公
務
員
の
年
金
制
度
も
公
務
員
制

度
の
一
環
で
あ
り
、
国
と
地
方
で
年
金
財

政
を
一
元
化
し
、
同
一
保
険
料
・
同
一
給

付
の
制
度
と
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
こ

と
○ 　

私
立
学
校
教
職
員
の
制
度
は
、
と
も
に

学
校
教
育
を
担
う
国
公
立
学
校
の
教
職
員

と
の
待
遇
均
衡
を
図
っ
て
き
た
経
緯
が
あ

る
こ
と

⇩ 　

被
用
者
年
金
一
元
化
後
に
お
い
て

も
、
地
方
公
務
員
・
私
立
学
校
教
職
員

の
年
金
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
年
金

制
度
と
同
様
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

が
適
当

　

今
後
、
こ
の
報
告
書
を
基
に
法
案
化
さ
れ

る
見
込
み
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
私
立
学
校

教
職
員
の
年
金
制
度
は
、
国
家
公
務
員
の
年

金
制
度
と
同
様
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

本
報
告
書
の
詳
細
は
、
国
家
公
務
員
制
度

改
革
推
進
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.gyoukaku.go.jp

/koum
uin/

kaigi/

）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
ま
た
私
学

共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
年
金
制
度
改
革
の
動

向
〕
で
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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助
成
業
務

特　

別　

補　

助

授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
経
費
（
震
災
分
）

に
つ
い
て

　
　

被
災
減
免
で
補
助
対
象
と
な
る
学
生

の
要
件
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。　

Ａ　
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
、
経
済
的
に
修
学
困
難
で
あ
る
と
認
め
、

減
免
の
対
象
と
し
た
学
生
と
な
り
ま
す
。

①
震
災
に
よ
り
家
計
支
持
者
が
死
亡
若
し

く
は
行
方
不
明
で
あ
る
こ
と
、
又
は
長

期
療
養
中
若
し
く
は
重
度
な
障
害
を

負
っ
て
い
る
こ
と

②
家
屋
が
全
半
壊
や
流
出
等
の
損
壊
を
受

け
、
又
は
浸
水
等
の
被
害
を
受
け
た
こ
と

③
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
伴
い
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い

る
こ
と
又
は
避
難
生
活
等
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
こ
と

④
①
か
ら
③
の
ほ
か
、
震
災
に
伴
い
家
計

支
持
者
が
失
業
す
る
な
ど
し
て
著
し
い

家
計
急
変
が
あ
り
（
主
た
る
家
計
支
持

者
が
給
与
所
得
者
で
あ
る
場
合
は
八
四

一
万
円
以
下
、
給
与
所
得
者
以
外
で
あ

る
場
合
は
三
五
五
万
円
以
下
の
収
入
金

額
で
あ
る
こ
と
）、
学
費
納
入
が
困
難

で
あ
る
こ
と

※ 

①
か
ら
④
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
罹

災
証
明
書
な
ど
被
災
状
況
を
確
認
で
き

る
資
料
の
提
出
を
受
け
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
、
授
業
料
減
免
事
業
等

に
か
か
る
規
程
等
の
整
備
、
選
考
委
員

会
等
に
お
け
る
選
考
が
必
要
と
さ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
ら
の
「
等
」
に
は
何
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
か
。

Ａ　
一
定
の
決
ま
り
の
中
で
、
被
災
学
生

に
対
す
る
授
業
料
減
免
が
執
行
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
要
点
と
な
り
ま
す
の
で
、「
規

程
」「
規
則
」「
基
準
」「
取
扱
」
等
、
そ

の
名
称
は
限
定
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
選
考

委
員
会
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
名
称
は
限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
存

の
授
業
料
減
免
事
業
で
機
能
し
て
い
る
委

員
会
が
あ
れ
ば
、
そ
の
中
で
対
応
す
る
形

を
と
る
こ
と
で
問
題
は
な
く
、
特
定
の
委

員
会
が
な
い
場
合
で
も
、
理
事
会
、
役
員

会
等
で
選
考
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、い
ず
れ
の
会
議
体
に
お
い
て
も
、

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
Ｑ
＆
Ａ
②

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
Ｑ
＆
Ａ
②

私
学
事
業
団
か
ら
関
係
学
校
法
人
へ
電
子
窓
口
を
通
じ
て
お
知

ら
せ
し
た
Ｑ
＆
Ａ
か
ら
、
特
に
重
要
な
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

減
免
対
象
者
の
選
考
過
程
及
び
決
定
理
由

等
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
、
議
事
録
の
整

備
を
お
願
い
し
ま
す
。

外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料
減
免
に
つ

い
て

　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
付
け

で
、
会
計
検
査
院
か
ら
私
学
事
業
団
に

特
別
補
助
項
目
「
外
国
人
留
学
生
に
対

す
る
授
業
料
減
免
事
業
」
に
つ
い
て
の

是
正
改
善
処
置
要
求
が
あ
り
ま
し
た

が
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
問
題
だ
っ

た
の
で
す
か
。

Ａ　
こ
の
項
目
は
、
経
済
的
に
修
学
困
難

な
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料
減
免

の
規
程
等
が
整
備
さ
れ
、
規
程
等
に
は
選

考
基
準
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
補
助

要
件
で
す
。

　

会
計
検
査
院
に
よ
る
本
事
業
団
へ
の
是

正
改
善
処
置
要
求
で
は
、
会
計
検
査
院
の

実
地
検
査
に
お
い
て
、二
十
二
年
度
の「
外

国
人
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料
減
免
事

業
」
に
つ
い
て
、

① 

経
済
的
に
修
学
困
難
な
留
学
生
を
対
象

と
し
た
授
業
料
の
減
免
に
か
か
る
規
程

等
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
事
例

② 

経
済
的
に
修
学
困
難
な
状
況
に
該
当
す

る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
選
考
基
準
が

規
程
等
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
事
例

が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
特
別
補
助
の
趣
旨

に
沿
っ
た
授
業
料
の
減
免
と
し
て
適
切
で

は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
「
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料

減
免
事
業
」
に
か
か
る
規
程
及
び
選
考

基
準
に
つ
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の

は
ど
の
よ
う
な
点
で
す
か
。

Ａ　
「
経
済
的
に
修
学
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者
」
を
選
考
す
る
た
め
の
基
準
と

し
て
、「
経
済
的
に
修
学
困
難
」
で
あ
る

か
ど
う
か
に
関
し
て
、
具
体
的
に
仕
送
り

額
等
の
数
値
基
準
を
設
け
て
い
る
こ
と
、

及
び
そ
れ
が
実
際
に
機
能
し
て
い
る
か
が

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
数
値
の
設
定
は
な
い
も
の
の
、

選
考
委
員
会
等
に
お
い
て
、
経
済
状
況
を

判
断
材
料
と
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
何
を
基
準
に
「
経
済
的
に
修
学
困
難
」

と
認
め
た
か
、
そ
の
根
拠
が
委
員
会
等
資

料
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

※ 

以
上
を
含
め
て
七
月
二
十
六
日
付
け
で
電

子
窓
口
に
Ｑ
＆
Ａ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
〇
〜
七
三
〇
二

七
三
〇
六
〜
七
三
〇
八

特
別
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
三
〜
七
三
〇
五

七
三
〇
九
〜
七
三
一
一

Ｅ
メ
ー
ル　

hojokin@
shigaku.go.jp

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
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「私学データ作成システム」では、学校法人等の所在地、系統、学生生徒等数（総現員規模、総定員規模）を条件とし
て以下の集計データを作成することができます。

入学定員充足率、志願倍率、教職員数、教職員の年齢別平均給与（大学・短期大学のみ）、人件費比率、教育研究経費比率、
帰属収支差額比率、学生生徒等納付金比率、基本金組入率、借入金等返済比率、借入金依存率、資金収支比率、自己調
達資金収支比率、固定資産構成比率、流動比率、総負債比率、前受金
保有率、減価償却比率など

☆なお、操作手順の詳細は、それぞれのシステムにログイン後に表示
されるマニュアルをご覧いただくか、右記にお問い合わせください。

→　親認証もしくは子認証（私学データ作成シス
テム用）が必要になります。

（注）　「基礎調査票e-マネージャにより発行した
子認証」及び「学校法人ポータルサイト閲覧
用子認証」ではアクセスできませんのでご注
意ください。詳細は学校法人ポータルサイト
トップ画面の「お知らせ」に掲載されている
「電子証明書の利用権限」をご覧ください。

Ⅲ　「私学データ作成システム」で作成できるデータの例

Ⅱ　利用するシステムを選択

Ⅰ　私学事業団ホームページより学校法人ポータルサイトへアクセス

私学事業団では、学校法人の経営に役立てていただけるように以下のシステムを用意しています。

私学事業団（私学振興事業本部）ホームページを表示し、
「学校法人ポータルサイトへ」をクリック

ユーザID（法人番号）とパスワードを入力
☆ 本事業団より発行する認証情報が必要になります。

私学データ作成システム又は今日の私学財政
から利用する方をクリック

☆「私学データ作成システム」（大学法人～高等学校法人対象）
貴法人の財務帳票等の出力や財務シミュレーションを行うことができます。

☆「今日の私学財政閲覧システム」（大学法人～小学校法人対象）
冊子に取りまとめている各帳票をPDF形式やCSV形式で取得することができます。

問い合わせ先（私学振興事業本部）
私学経営情報センター 私学情報室
☎ 03（3230）7846・7847
E メール　center@shigaku.go.jp

私学データ作成システムについて

「私学データ作成システム」等をご活用ください
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〝
青
丹
よ
し
〞
の
奈
良
に
あ
る
帝
塚
山
学

園
は
昨
年
、創
立
七
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

奈
良
市
学
園
前
、
東
生
駒
の
両
キ
ャ
ン
パ

ス
に
二
歳
児
教
育
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中

学
校
・
高
等
学
校
、
そ
れ
に
大
学
（
六
学
部
、

四
研
究
科
）
か
ら
な
る
総
合
学
園
で
、
在
籍

者
数
は
園
児
、
児
童
、
生
徒
、
学
生
合
わ
せ

て
約
七
、
五
〇
〇
人
で
す
。

　

建
学
の
理
念
に
「
国
家
・
社
会
の
負
託
に

応
え
る
有
為
の
人
材
を
育
成
す
る
」を
掲
げ
、

こ
れ
ま
で
『
子
は
学
園
の
宝
』
の
精
神
で
、

人
間
尊
重
と
個
性
を
伸
ば
す
教
育
、
い
わ
ゆ

る
〝
帝
塚
山
教
育
〞
で
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
、

そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

　

先
人
の
努
力
に
よ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
力
が
高

ま
っ
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
社
会
に
貢
献

す
る
多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
が
で

き
、
地
域
の
皆
様
か
ら
一
定
の
評
価
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
、
学
園
各
校
が
強
い

絆
で
連
携
し
〝
私
学
冬
の
時
代
〞
に
立
ち
向

か
っ
て
い
る
帝
塚
山
教
育
の
一
端
を
紹
介
し

ま
す
。

力
と
心
の
教
育
に
邁
進

　

昭
和
十
六
年
の
帝
塚
山
学
園
創
立
に
あ
た

り
、「
力
と
心
の
教
育（
意
志
の
力
、情
の
力
、

知
の
力
、
軀く

幹か
ん

の
力
）」
の
実
現
を
教
育
目

標
に
挙
げ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
帝
塚
山
教
育
の
柱

は
、
次
の
七
つ
で
す
。

①
心
も
身
体
も
伸
び
伸
び
と
伸
ば
す
教
育

②
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
い
か
さ
れ
る
教
育

③
情
緒
ゆ
た
か
で
情
操
を
高
め
る
教
育

④
実
践
力
の
あ
る
人
間
を
つ
く
る
教
育

⑤ 
世
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
い
う
精
神
の
涵か
ん

養よ
う

⑥ 

自
主
独
立
の
精
神
と
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る

意
欲
の
養
成

⑦
国
際
的
な
広
い
視
野
を
育
む
教
育

　

や
や
理
想
主
義
に
走
っ
た
言
葉
が
並
ん
で

い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、

学
園
が
男
子
中
学
校
（
旧
制
）
開
学
か
ら
終

戦
後
の
混
乱
期
と
い
う
困
難
な
時
代
を
経

て
、
男
女
共
学
の
中
学
校
・
高
等
学
校
、
次

に
小
学
校
・
幼
稚
園
の
開
校
（
園
）、
ま
た

短
期
大
学
（
後
に
四
年
生
大
学
へ
移
行
）、

そ
し
て
大
学
の
設
置
拡
大
へ
と
大
き
く
発
展

し
て
き
た
中
で
、
常
に
目
指
し
て
き
た
永
遠

の
教
育
方
針
で
す
。

　

最
後
の
七
つ
目
は
、大
学
の
設
立
時
に「
広

い
国
際
的
視
野
の
上
に
、
日
本
人
と
し
て
の

深
い
自
覚
と
高
い
識
見
を
持
ち
、
社
会
の

要
請
に
応
え
得
る
教
養
と
創
造
力
を
備
え
た

『
有
為
の
人
材
を
育
成
』
― 

帝
塚
山
教
育
を
貫
き
七
十
余
年

学
校
法
人　

帝
塚
山
学
園　

理
事
・
本
部
事
務
局
長　

湯
谷　

明
雄

　

魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

連載 ⑬

人
材
の
育
成
を
目
標
と
す
る
」
と
し
て
教
育

方
針
に
付
け
加
え
た
も
の
で
す
。
時
代
の
要

請
に
応
え
、
当
時
は
日
本
で
唯
一
、
女
子
だ

け
の
教
養
学
部
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
大
学

も
、
二
年
後
の
平
成
二
十
六
年
に
は
創
立
五

十
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
帝
塚
山
教
育
の
地
道
な
取
り
組

み
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ま
す
。

小
・
中
・
高
で
コ
ー
ラ
ス
コ
ン
ク
ー
ル

　

少
し
ユ
ニ
ー
ク
な
学
校
行
事
に
、
帝
塚
山

小
学
校
、
中
学
校
・
高
等
学
校
が
毎
年
一
回
、

各
学
校
別
に
行
う
学
園
伝
統
の
ク
ラ
ス
対
抗

コ
ー
ラ
ス
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
も
四
十
年
か
ら
六
十
年
近
い
歴
史
が
あ
り

ま
す
。

　

小
学
校
は
コ
ン
ク
ー
ル
形
式
で
は
な
い
た

め
音
楽
祭
と
名
づ
け
、
校
外
の
大
ホ
ー
ル
を

借
り
て
行
っ
て
い
ま
す
。
一
年
生
か
ら
学
年

順
に
各
ク
ラ
ス
全
員
が
次
々
に
舞
台
に
登

場
。
そ
れ
ぞ
れ
選
曲
し
た
歌
を
同
級
生
の
指

揮
と
伴
奏
に
合
わ
せ
て
、
五
、
六
分
間
、
懸

命
に
歌
い
上
げ
、
ク
ラ
ス
の
美
声
と
結
束
ぶ

り
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。

　

中
学
校
・
高
等
学
校
は
外
部
の
音
楽
家
に

審
査
を
依
頼
す
る
入
れ
込
み
よ
う
で
、
毎
回

保
護
者
も
ど
っ
と
見
学
に
押
し
寄
せ
、
大
好

評
の
取
り
組
み
で
す
。

劇
で
魅
せ
る
小
学
校
の
学
習
発
表
会

　

学
年
末
に
ク
ラ
ス
ご
と
に
、
劇
で
勉
学
の

成
果
を
披
露
す
る
小
学
校
の
学
習
発
表
会
も

学
園
伝
統
の
行
事
で
す
。

　

各
ク
ラ
ス
の
担
任
が
テ
ー
マ
を
決
め
て
シ

ナ
リ
オ
を
作
り
ま
す
。
一
か
月
か
け
て
児
童

全
員
が
台
詞
を
覚
え
、
舞
台
稽
古
し
ま
す
。

発
表
会
は
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
一
ク

ラ
ス
三
〇
分
か
ら
四
〇
分
間
、
舞
台
で
全
児

童
を
前
に
し
て
歌
や
踊
り
も
交
え
て
一
生
懸

60年近い歴史のあるクラス対抗コーラスコンクール
（帝塚山中学校・高等学校）

劇で勉学の成果を披露する学習発表会
（帝塚山小学校）
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命
に
演
じ
ま
す
。
一
日
か
け
た
テ
ー
マ
劇
の

オ
ン
パ
レ
ー
ド
に
校
長
が
丁
寧
に
講
評
を
し

て
、
子
供
た
ち
の
舞
台
を
盛
り
上
げ
る
按
配

で
す
。

　

児
童
の
総
合
的
な
成
長
ぶ
り
が
一
目
で
わ

か
る
た
め
、
保
護
者
た
ち
必
見
の
行
事
と

な
っ
て
い
ま
す
。

中
高
の
弁
論
大
会
、

英
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト

　

さ
ら
に
は
毎
年
度
末
、
帝
塚
山
中
学
校
と

高
等
学
校
で
実
施
さ
れ
る
弁
論
大
会
、
英
語

暗
唱
大
会
、
英
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
も

長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

弁
論
大
会
は
、
全
生
徒
が
冬
休
み
に
社
会

性
や
時
事
性
の
あ
る
テ
ー
マ
を
決
め
て
各
自

原
稿
用
紙
四
、
五
枚
程
度
に
ま
と
め
ま
す
。

　

こ
れ
を
題
材
に
し
て
、
三
学
期
に
ク
ラ
ス

ご
と
に
弁
論
大
会
の
予
選
を
行
い
、
ク
ラ
ス

代
表
一
人
を
選
出
。
講
堂
で
行
わ
れ
る
本
番

で
は
、
各
代
表
が
ク
ラ
ス
の
名
誉
を
か
け
て

舞
台
に
立
ち
、
全
生
徒
を
前
に
自
分
の
主
張

を
懸
命
に
訴
え
ま
す
。

　

英
語
の
暗
唱
・
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
も
、

予
選
を
通
過
し
た
ク
ラ
ス
代
表
が
舞
台
に
上

が
り
、
練
習
の
成
果
を
披
露
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
学
習
の
成
果
が
試
さ
れ
る
の
で

生
徒
た
ち
は
、全
力
を
あ
げ
て
頑
張
り
ま
す
。

地
元
に
密
着
し
た
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所

　
「
奈
良
学
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
帝

塚
山
短
期
大
学
の
元
教
授
が
提
唱
し
た
も
の

で
、
帝
塚
山
大
学
が
あ
る
奈
良
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
日
本
文
化
の
故
郷
で
あ
り
、
原
点

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
文
化
の
宝
庫
と
し

て
の
地
元
・
奈
良
の
地
を
生
か
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
的
事
象
を
多
角
的
な
視
点
で
捉

え
、研
究
し
よ
う
と
す
る
の
が
奈
良
学
で
す
。

　

現
在
は
奈
良
学
と
い
う
視
座
を
強
化
し
た

歴
史
・
文
化
・
芸
術
研
究
の
拠
点
と
し
て
大

学
附
置
「
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
」
を
設

置
し
、
そ
の
成
果
は
研
究
誌
「
奈
良
学
研
究
」

や
、
公
開
講
座
、
研
究
会
を
通
し
て
学
生
や

広
く
地
元
に
還
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
学
が
文
部
科
学
省
事
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

一
一
件
選
ば
れ
る

　

次
に
、
帝
塚
山
教
育
の
成
果
と
も
い
え
る

大
学
で
の
取
り
組
み
を
挙
げ
ま
す
。

　

大
学
の
個
性
化
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に

あ
っ
て
、
そ
の
特
色
を
発
揮
し
て
、
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
人
材
養
成
を
図
っ
て
い
く

か
が
問
わ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

国
も
大
学
教
育
の
改
革
を
進
め
る
た
め
、

「
質
の
高
い
大
学
教
育
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム（
教

育
Ｇ
Ｐ
）」
と
い
っ
た
文
部
科
学
省
事
業
を

推
し
進
め
て
い
ま
す
。

　

帝
塚
山
大
学
は
こ
れ
ら
の
大
学
教
育
改
革

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
積
極
的
に
応
募
し
、
次
々
と

狭
き
門
を
突
破
、
最
終
的
に
一
一
件
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

帝
塚
山
大
学
が
全
国
に
先
駆
け
て
開
発
し

た
ｅ-

ラ
ー
ニ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
「
Ｔ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
」

を
活
用
し
た
取
り
組
み
「
学
生
の
自
立
性
を

高
め
る
教
育
学
習
支
援
シ
ス
テ
ム
―
Ｔ
Ｉ
Ｅ

Ｓ
ラ
イ
ブ
塾
と
サ
イ
バ
ー
チ
ュ
ー
タ
ー
を
活

用
し
て
」、「『
心
の
ケ
ア
と
サ
ポ
ー
ト
』
人

材
養
成
と
自
立
支
援
―
地
域
の
活
性
化
と
安

心
・
安
全
な
社
会
の
創
造
の
た
め
の
実
践
的

教
育
」、
ま
た
二
年
連
続
で
年
間
二
本
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
選
ば
れ
る
な
ど
、
本
学
の
教
育

力
の
高
さ
と
強
さ
が
認
め
ら
れ
、
実
証
さ
れ

ま
し
た
。

学
園
内
外
と
の
連
携

　

最
後
に
、
奈
良
県
下
最
大
の
総
合
学
園
と

し
て
、
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
二
つ

の
連
携
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

学
園
内
で
は
建
学
の
理
念
の
下
に
学
ぶ
学

校
（
園
）
間
の
連
携
教
育
を
大
切
に
し
て
い

ま
す
。
小
学
校
の
児
童
が
、
幼
稚
園
児
に
絵

本
や
英
語
の
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
た
り
、
大

学
現
代
生
活
学
部
こ
ど
も
学
科
の
学
生
が
、

幼
稚
園
の
行
事
に
参
加
し
、
園
児
の
サ
ポ
ー

ト
に
あ
た
る
な
ど
、
学
園
各
校
が
強
い
絆
で

連
携
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
地
域
と
の
連
携
で
す
。
大

学
心
理
学
部
が
運
営
す
る
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
」、
現
代
生
活
学
部
こ
ど
も
学
科

の
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
、
地
域
に

開
か
れ
た
施
設
と
し
て
、
地
域
の
方
々
に
相

談
活
動
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
好
評
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

学
園
内
外
の
二
つ
の
連
携
、
今
後
も
さ
ら

に
広
く
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

湯
谷　

明
雄
（
ゆ
た
に　

あ
き
お
）

　

理
事
・
本
部
事
務
局
長
。
本
部
事
務

局
管
理
部
長
な
ど
を
経
て
、
二
十
一
年

よ
り
現
職
。

「奈良学」の研究成果を発表する公開講座。本講座を含め、
大学主催の公開講座は年間平均約60講座に達する。

（帝塚山大学）

花火大会に帝塚山大学の学生サークルが劇を上演
（帝塚山幼稚園・小学校）
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私学事業団の刊行物

学校法人の経営に関する実務問答集
《第３次改訂版》

私学経営情報第29号
　私立高等学校の経営改善方策に関するアンケート報告
　平成21年８月調査　― 個性ある私学教育を推進するために ―

平成23年度版　今日の私学財政

☆上記刊行物のほかにも、「今日の私学財政」のバックナンバーなどがご購入可能です。刊行物によっては完売の場合も
ございますので、詳しい在庫状況については、下記の学校経理研究会までお問い合わせください。

刊行物のご購入を希望される方は下記までお問い合わせください。 

NPO法人　学校経理研究会　　☎ 03(3239)7903 ／ FAX 03(3239)7904
Eメール gaku@keiriken.net　http://www.keiriken.net/

　※刊行物の内容については下記までお問い合わせください。
私学経営情報センター私学情報室　☎ 03(3230)7838 ／ FAX 03(3230)8727

　学校法人から寄せられた会計、税務及び法令等の経営実務に関する様々な
相談の中から他の学校法人においても参考となりそうな内容をＱ＆Ａ形式に
まとめて掲載しています。
　学校法人の経営実務にぜひお役立てください。

【内　容】　Ⅰ 学校法人会計　　Ⅱ 税務　　Ⅲ 私立学校法等
　　　　　A５判362頁　定価3,500円（税込）※送料別途

【アンケート内容】 part１： 高等学校部門対象　A 生徒の確保　
　　　　　　　　　B 特色ある教育の推進

　　　　　　　　 part２：高等学校法人対象　C 経営の健全化
【参　考】　平成21年度　私立高等学校入学志願動向
　　　　　A４判197頁　定価2,300円（税込）※送料別途

　全国の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、幼稚
園、特別支援学校、専修学校及び各種学校を設置する学校法人の財政状況に
ついて集計・分析し、各学校法人をはじめとする私学関係各位に提供するも
のです。

大 学 ・ 短 期 大 学 編　　A４判282頁　定価3,500円（税込）
高等学校・中学校・小学校編　　A４判243頁　定価2,300円（税込）
幼稚園・特別支援学校編　　A４判163頁　定価2,000円（税込）
専 修 学 校 ・ 各 種 学 校 編　　A４判188頁　定価2,000円（税込）

※送料別途　　

実務経験に
役立つ



平成 2 4 年 1 0 月 1 日　第 1 7 8 号

9

共
済
業
務

　

年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
受
給
権
が
発
生

し
た
日
の
翌
日
か
ら
請
求
手
続
き
を
し
な
い

ま
ま
五
年
を
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ
り
消

滅
し
ま
す
。

　

加
入
者
が
勘
違
い
を
し
て
、
請
求
手
続
き

を
し
な
い
ま
ま
時
効
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
年
金
の
受
給
権
を
時

効
に
よ
り
消
滅
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
請
求

時
期
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
請
求
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

時
効
と
な
っ
て
し
ま
う
例

　

次
の
よ
う
な
誤
解
か
ら
時
効
と
な
る
例
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

• 

年
金
は
六
十
五
歳
で
請
求
す
る
も
の
と

思
っ
て
い
た

• 

在
職
中
は
請
求
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た

• 

私
学
共
済
の
加
入
者
期
間
が
短
い
の
で
年

金
は
請
求
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た

• 

遺
族
（
又
は
障
害
）
年
金
を
受
給
し
て
い

る
の
で
退
職
共
済
年
金
は
請
求
で
き
な
い

と
思
っ
て
い
た

• 
給
与
収
入
が
あ
る
の
で
年
金
は
請
求
で
き

な
い
と
思
っ
て
い
た

• 

個
別
に
連
絡
が
く
る
と
思
っ
て
い
た

　

五
年
を
経
過
し
て
か
ら
の
年
金
請
求
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
時
効
前
（
五

年
以
内
）
に
請
求
手
続
き
が
で
き
な
か
っ

た
「
遅
延
理
由
書
」
を
請
求
書
に
添
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。「
遅
延
理
由
書
」
の
内
容

を
審
査
し
、
そ
の
理
由
が
認
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
年
金
の
決
定
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
年
金
の
支
払
は
請

求
時
点
か
ら
五
年
間
し
か
さ
か
の
ぼ
れ
ま
せ

ん
。
時
効
に
な
ら
な
い
よ
う
に
請
求
手
続
き

を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

● 

退
職
共
済
年
金
は
、
次
の
受
給
要
件
を
満

た
し
た
時
点
で
受
給
権
が
発
生
し
ま
す
。

特
別
支
給（
六
十
五
歳
前
）の

　
　
　
　
　
　
　
　

退
職
共
済
年
金

• 

六
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

　

 （
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
日
以
後
生
ま
れ

の
人
は
、
支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
（「
私
学
共
済
制
度 

事

務
の
手
引 

平
成
二
十
四
年
版
」
四
五
三

頁
〜
参
照
））

• 

公
的
年
金
制
度
等
の
加
入
者
期
間
等
が
二

十
五
年
以
上
（
※
）

• 

私
学
共
済
の
加
入
者
期
間
が
一
年
以
上

　

 （
六
十
歳
の
時
に
加
入
者
期
間
が
一
年
未
満

の
場
合
は
、
加
入
者
期
間
が
一
年
に
な
っ

た
時
に
年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
ま
す
）

本
来
支
給（
六
十
五
歳
後
）の

　
　
　
　
　
　
　
　

退
職
共
済
年
金

• 

六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

• 

公
的
年
金
制
度
等
の
加
入
者
期
間
等
が
二

十
五
年
以
上
（
※
）

• 

私
学
共
済
の
加
入
者
期
間
が
一
月
以
上

　
（
た
だ
し
私
学
共
済
加
入
中
は
一
年
以
上
）

（
※
） 

加
入
者
期
間
等
の
条
件
に
は
期
間
短

縮
等
の
特
例
（「
私
学
共
済
制
度 

事

務
の
手
引 

平
成
二
十
四
年
版
」
四
五

九
頁
〜
参
照
）
が
あ
り
ま
す
。

加
入
者
証
等
を
使
用
し
て
医
療
機
関
で

受
診
す
る
と
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
は
一

部
負
担
金
の
み
の
支
払
い
で
済
む
た
め
、

実
際
に
か
か
っ
た
医
療
費
の
総
額
が
い
く

ら
な
の
か
は
分
か
り
づ
ら
い
の
が
現
状
で

す
。そ

の
た
め
、
私
学
事
業
団
で
は
、
医
療

費
の
総
額
等
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
で
、

加
入
者
及
び
被
扶
養
者
の
皆
さ
ん
に
健
康

管
理
に
心
が
け
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

医
療
費
の
適
正
化
に
役
立
た
せ
る
た
め

に
、
今
年
も
十
月
下
旬
に
五
月
受
診
分
の

医
療
費
の
総
額
等
を「
医
療
費
通
知
」（
加

入
者
あ
て
「
親
展
」
扱
い
の
圧
着
は
が
き
）

に
よ
り
学
校
法
人
等
（
任
意
継
続
加
入
者

の
方
は
届
出
住
所
）あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

な
お
、「
医
療
費
通
知
」
に
は
、
受
診

者
名
、
受
診
年
月
、
入
院
・
外
来
等
の
別
、

診
療
日
数
、
医
療
費
の
総
額
及
び
自
己
負

担
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関

名
や
傷
病
名
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

● 

医
療
機
関
か
ら
本
事
業
団
へ
の
医
療
費

の
請
求
が
遅
れ
た
場
合
は
、
五
月
受
診

分
の
お
知
ら
せ
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

五
月
受
診
分
以
前
の
受
診
分
を
お
知
ら

せ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

● 

医
療
機
関
名
、
傷
病
名
及
び
診
療
内
容

な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
で
き
ま
せ

ん
。

● 
「
医
療
費
通
知
」
は
、
確
定
申
告
の
際

の
医
療
費
控
除
の
証
明
書
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

● 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方

で
一
部
負
担
金
免
除
証
明
書
を
提
示
さ

れ
て
受
診
し
た
医
療
費
は
含
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
。

医
療
費
通
知
の
送
付

五
月
受
診
分
の
医
療
費
に
つ
い
て
十
月
下
旬
に

「
医
療
費
通
知
」
を
お
送
り
し
ま
す

年
金
の

年
金
の

　

請
求
時
期
と
時
効

　

請
求
時
期
と
時
効

業務部業務部
　短期給付課　短期給付課

年
金
部　

年
金
第
一
課

年
金
部　

年
金
第
一
課
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事例１ 子供が生まれたので被扶養者として認定申請したい
　子の認定申請をする場合、被扶養者とすべき子の人数にかかわらず、夫婦それぞれ
の年間収入の多い方の被扶養者となります。
　被扶養者認定申請書にある「扶養手当の有無」「扶養手当の月額」欄は必ず記入し
てください。子の認定は、学校法人等からの扶養手当の有無や、配偶者が被扶養者に
なっているかどうかによって添付書類が異なります。
※ 配偶者が育児休業等により休業している場合、配偶者の年間収入は休業前の金額で
比較します。

※ 夫婦双方の年間収入が同程度である場合、被扶養者の地位の安定を図るため、届け
出により主として生計を維持する人の被扶養者としています。

　 　「同程度」の範囲については、「夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の
額の１割以内である場合」とされています。

【添付書類】

配偶者が被扶養者として
認定されている場合

学校法人等から扶養手当が
支給される場合

学校法人等から扶養手当が
支給されない場合

１　続柄及び生年月日を確認する書類
　　（①②のいずれか）

①子の戸籍抄本（又は謄本）
②子の住民票（加入者が世帯主であって加入者との続柄が明記されたものに限る）

２　 加入者及び配偶者の年間収入を確認
できる書類

　　（①②のいずれか）

①勤務先の年収見込証明書
②前年の源泉徴収票の写し
　 （ただし、前年の勤務期間が１年
に満たないときは、年収見込証
明書に限る）

事例２ 子供を配偶者の扶養から加入者の扶養に変更したい

　子について、配偶者の健康保険等の被扶養者として認定されているが、加入者の年
収が配偶者よりも多くなる見込みである（又は多いことが判明した）ため、扶養替え
をする場合の添付書類は次のとおりです。
【添付書類】

学校法人等から扶養手当が支給される場合 学校法人等から扶養手当が
支給されない場合

１　続柄及び生年月日を確認する書類
　　（①②のいずれか）

①子の戸籍抄本（又は謄本）
②子の住民票（加入者が世帯主であって加入者との続柄が明記されたものに限る）

２　 加入者及び配偶者の年間収入を確
　　認できる書類
　　（①②のいずれか）

①勤務先の年収見込証明書
②前年の源泉徴収票の写し
　 （ただし、前年の勤務期間が１年に満た
ないときは、年収見込証明書に限る）

３　

子
の
収
入
に
関
す
る
書
類

⑴子が18歳未満の場合 原則として添付書類は必要ありません。
ただし、子に収入がある場合は、⑶の書類が必要です。

⑵子が18歳以上で学生の場合
　（①②のいずれか）

①在学証明書
②有効期限の記載のある学生証の写し
（ただし、夜間部・通信教育課程・大学院に在籍している場合は⑶に限る）

⑶子が18歳以上で学生でない場合
　（①②のいずれかで最新のもの）

①非課税証明書
②所得証明書

⑷ 被扶養者の要件を備えた日を確認す
る書類

①配偶者の健康保険制度の被扶養者を取り消しになったことが確認できる書類
　※被扶養者の要件を備えた日は被扶養者取消日となります。
②国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証の写し
　※被扶養者の要件を備えた日は申請のあった日（発信日）となります。
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１ 被扶養者になれる人とは
　⑴　加入者と別世帯でも認められる人
　　 　配偶者（届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます）、子、父母、孫、祖父母、弟妹
　⑵　加入者と同一の世帯に属さなければ認められない人
　　 　上記⑴以外の三親等内の親族、加入者の配偶者で届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父

母・子、当該配偶者の死亡後における父母・子

２ 主として加入者の収入によって生計を維持する人とは
　 　共済制度の組合員又は加入者もしくは健康保険（国民健康保険を除きます）及び船員保険の被保険者ではなく加入者
が扶養している人であって、恒常的な収入が年間130万円未満の所得である人をいいます。

　 　また、障害を事由とする公的年金等を受けているとき又は60歳以上で公的年金等を受けているときは、恒常的な収入
が年間180万円未満の所得である人をいいます。

３ 恒常的な収入とは
　 　次の⑴⑵のような継続して得られるもの（又はその予定のもの）をいい、所得金額の算定は課税上の所得金額の計算
とは異なります。

　⑴　総収入金額で取り扱うもの
　　　恩給・公的年金・個人年金・給与・傷病手当金・失業給付金など
　⑵　経費の実額を控除した後の所得金額で取り扱うもの
　　　事業収入・不動産収入など
　※２つ以上の種類の所得がある場合は、合算した金額を恒常的な収入とします。

４ 被扶養者の要件を備えた日とは
　 　上記の1・2の条件を満たした日をいいます。
　　【被扶養者の要件を備えた日の例】
　　 　加入者の私学共済制度への加入日、婚姻日、退職日の翌日、収入減となった日、出生日など

５ 被扶養者の要件を備えた日から30日以内に申請
　 　被扶養者の認定申請は、被扶養者としての要件を備えた日から30日以内に提出することにより、要件を備えた日に
さかのぼって認定します。

　 　ただし、要件を備えた日から30日を過ぎて申請があったときは、申請のあった日（発信日）からの認定となり、要件
を備えた日にさかのぼって認定はされません。

　 　保険診療等の給付を受けるうえで、いつから認定されるかは重要なことですので、注意してください。

６ 認定には要件を確認する書類が必要
　 　被扶養者の要件を備えていることを確認するため、「被扶養者認定申請書」には戸籍等の書類を添付してください。
◎「被扶養者認定申請書」は複写式のため、私学共済ホームページからダウンロードできません。
　用紙は共済事業本部又は各ガーデンパレス（東京・京都を除きます）共済業務課へ請求してください。

　私学共済制度では、主として加入者の収入で生計を維持している配偶者や子などの家族についても、病気や
ケガをしたときに保険診療等の給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
　被扶養者の認定申請は難しく、必要な添付書類が分からないという声を聞きます。そこで、今月号から３回
にわたり、被扶養者の認定申請に必要な書類について、具体的な事例を挙げて説明します。

被扶養者認定申請 ―ポイントと事例①―
業務部 資格課業務部 資格課
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●積立共済年金（つみきょう）
　加入者が在職中に掛金を積み立て、その積立金と
配当金を原資として、退職（脱退）後に年金などを
受け取ることができる公的年金を補完する制度です。
　月々2,000円（２口）の掛金から積み立てること
ができ、運用予定利率は1.25％です。
　この制度には右の２コースがあります。
※ 平成24年度前期募集より、積立金増額のため「中
途一時払」の取り扱いができるようになりました。

●共済定期保険（きょうさいていき）[ 共済定期保険専用フリーダイヤル　 0120（716）267 ]　 平日：9：00～17：15

　加入者の多様な保障ニーズに応えて、遺族年金や
短期給付などの公的保障制度を補完する制度です。
　コースの体系は右のとおりです。
　募集にあたっては、個別案内付申込書が入った封
筒を10月下旬に学校法人等あてに送付しますので、
加入者に配付をお願いします。

　◆ １年ごとに収支計算し、剰余金が生じた場合は
配当金を還付します。

⎛
⎝
平成23年度配当率
家族年金コース・学校加入コース　50.33％
医療保障コース　　　　　　　　　47.07％

⎞
⎠

　◆ 退職後も継続して加入できる「退職後保障プラ
ン」を引受保険会社で用意しています。このプ
ランは共済定期保険脱退日直前まで継続して２
年以上加入している人が対象の個人保険です。

●申し込み方法
　後期募集では、「新規加入」「コース加入」「口数の変更」さらに「被保険者
の追加及び脱退（共済定期保険のみ）」を受け付けます。
　積立共済年金の新規申し込みをする場合は「新規加入申込書」を、すでに積
立共済年金に加入している人が他のコースに加入を希望する又は口数を変更す
る場合は「コース加入・口数変更（増口・減口）申込書」にて申し込んでくだ
さい。
　共済定期保険の申し込み（新規・変更・脱退）は、パンフレットに記載され
ている加入資格（告知内容）、支払条件等を確認のうえ、「加入申込書兼告知書」
にて手続きをしてください。

　送付先　〒113－8441　東京都文京区湯島１－７－５　私学事業団　福祉部保健課貯金係

※より詳しく知りたい教職員を対象に、学校に訪問して説明会を開催します。ご希望の場合は貯金係までお申し出ください。

満65歳までに10年以上掛
金を積み立て
→ 退職（脱退）後、年金又
は一時金を選択

自由選択コース
（一般生命保険料
控除の対象）　

満65歳までに２年以上掛
金を積み立て
→ 退職（脱退）後、年金・
医療保険・終身保険及び
一時金を複数選択可能

家族年金コース 加入者が死亡又は高度障害になった
場合、一時金又は年金を給付します。
独身の人も加入することができま
す。（配当金を還付）

３大疾病保障コース

がん、急性心筋梗塞、
脳卒中と診断され、所
定の状態となったとき

長期休業補償コース

病気やケガで60日（免
責期間）を超えて就業
不能となったとき

学校法人等が保険料を負担し、加入
者へ弔慰金等を支給するなど福利厚
生制度を充実させることを目的とし
ています。（配当金を還付）

税制適格コース
（個人年金保険料
控除の対象）　

（主契約です）

医療保障コース

病気やケガで５日以上
入院したとき
（配当金を還付）

医療費支援コース

１日以上の入院も保障
その他手術、女性疾病
にも対応

学校加入コース

募集期間　11月１日（木）～11月30日（金）　私学事業団必着

積立共済年金・共済定期保険　後期募集（平成25年４月１日加入）
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平成24年９月１日現在

私学共済ホームページをご活用ください私学共済ホームページをご活用ください
 http://www.shigakukyosai.jp/ http://www.shigakukyosai.jp/ 広報相談センター 広報班

様式用紙等の
ダウンロード
手続きの際に使用す
る各種様式用紙等を
ダウンロードするこ
とができます。①
キーワード、②内容
（分類）別、③用紙
名（あいうえお順）
から用紙を検索でき
ます。

こんなときどうする？
私学共済制度の仕組みや手続きにつ
いての疑問点にお答えします。

年金コーナー
年金の仕組みや手続きについ
て掲載しています。 英文サイト

私学共済制度の給付
内容等を英語で説明
したページに進むこ
とができます。

刊行物
広報誌のバックナン
バーを読むことがで
きます。

災害への対応
私学共済の災害への
対応はこちらをご覧
ください。

きょうさい
トピックス
私学共済事業に関し
て、特にお伝えすべ
き事項がある場合、
こちらに掲載してい
ます。

事務担当者コーナー
○事務担当者用ログインページ
　 「事務の手引」、「私学共済ブック」などの刊行物をPDFデータで掲載しています。ログインの際に必要となる
ユーザー名とパスワードは広報班までお問い合わせください。今後さらに内容を充実させていく予定です。

○お知らせ
　私学事業団から送付した通知文や事務担当者に特にお知らせしたい内容を掲載しています。
○共済業務スケジュール（4か月分、毎月25日に更新）
　保健・貸付関係の申込締切日、掛金納付期限及び広報刊行物等の発送スケジュール等を掲載しています。
○標準処理期間
　私学事業団が届け出や請求を受け付けてから処理するまでの標準的な期間を掲載しています。
○特定健康診査・特定保健指導
　健診結果提出時の書類等に関する内容や健診結果Excelデータ作成・チェック機能を掲載しています。
○磁気媒体での申請
　 「標準給与基礎届書」、「賞与等支給報告書」を磁気媒体で作成するプログラムは、こちらからダウンロードし
てください。

○掛金早見表
　代表的な早見表を掲載しています。
○各種リーフレットなど
　採用時や退職時の加入者への説明の際に活用していただくリーフレットなどを掲載しています。

私学共済ホームページでは、私学共済制度に関する様々な情報を掲載しています。日頃の業務にご活用ください。



年末調整用証明書の送付

①積立共済年金加入者
　 　９月下旬に、生命保険料控除のための証明書（個人
年金用・一般生命保険用）を積立共済年金加入者の届
出住所あてに送付しました。なお、平成24年10月１日
新規加入者は初回掛金振替後の10月下旬以降順次送付
します。 【保健課】

②共済定期保険加入者
　 　10月中旬に、生命保険料控除のための証明書を共済
定期保険加入者の届出住所あてに送付します。

 【保健課】
③住宅貸付借受者
　 　平成23年12月までに住宅貸付を借り受けた人の「住
宅借入金等特別控除」のための平成24年分「残高証明
書」を、10月中に学校法人等あてに送付します。

　※ 24年中に住宅貸付を受けた人及び残高証明書交付
後、借入金年末残高等に異動が生じた人にかかる確
定申告用の「残高証明書」は、25年１月中旬に学校
法人等あてに送付します。 【貸付課】

積立貯金　　後期申し込み締め切り　　　　　　残高通知書等の送付　

① 積立貯金の後期加入申し込みは10月25日（木）（私学
事業団必着）までとなります。ご希望の場合はお早め
にお申し込みください。

② 「積立貯金決算明細書」及び貯金者にかかる「積立貯
金残高通知書」は、10月上旬に学校法人等あてに送付
します。 【保健課】

住宅貸付の申し込みの際には
団体信用生命保険の加入をお勧めします

　団体信用生命保険は、住宅貸付を借り受けている加入
者が償還中に死亡又は高度障害になった場合、生命保険
会社が本人に代わって貸付金残高を支払う制度（任意加
入）です。安心してマイホームに住み続けるために、住
宅貸付を申し込む際にはぜひご加入ください。
 【貸付課】

私学事業団が発行した払込取扱票を
ご利用ください

　掛金・貸付償還金・積立貯金等の納付・送金につきま
しては、必ず本事業団が発行した払込取扱票をご利用く
ださい。本事業団への入金は内容が多岐にわたり、それ
ぞれ法令で定められた項目ごとに事務処理を行うため、
金額・内容等を記載した専用の払込取扱票による処理が
必要となります。お手数をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
　なお、指定口座からの自動引き落としが便利ですので、
ぜひご利用ください。手続きにつきましては「預金口座
振替依頼書・自動払込利用申込書」の提出をお願いしま
す。 【経理第二課】

加入者向広報「レター」11月号等の送付

　加入者向広報「レター」11月号、積立共済年金の募集パ
ンフレット等を10月下旬に学校法人等あてに送付します。
※ 共済定期保険のパンフレット等は、「レター」11月号
とは別便で10月下旬に送付します。 【広報班】

〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校記号番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。

共済業務

１日（月） 掛金  ８月分納期限
２日（火） 貸付  送金
６日（土） 貸付  ９月分定期償還期限
10日（水） 貯金  払込期限（必着）
15日（月） 貸付  11月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

22日（月）
貯金  送金
貸付  送金

25日（木）
積立共済年金  脱退申出等締め切り
貯金  後期加入・払戻・解約請求締め切り

29日（月）
掛金  ９月分掛金口座振替（自振校のみ）
貸付  10月分定期償還口座振替（自振校のみ）

31日（水）
貸付  11月22日送金申し込み締め切り
掛金  ９月分納期限

２日（金） 貸付  送金
６日（火） 貸付  10月分定期償還期限
９日（金） 貯金  払込期限（必着）

15日（木）
貸付  12月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り
アイリスプラン  年金コース加入申し込み締め切り

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール1010

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール1111
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
助成業務　http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　http://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）



平成25年度「学術研究振興資金」及び
「若手研究者奨励金」の公募締め切り

　平成24年８月27日付けで、大学・短期大学・高等専門
学校法人あてに送付しました、標記にかかる書類の提出
締め切りが近づいています。
　応募される学校法人は、期限までに「研究計画推薦書」、
「研究計画調書」等、必要書類を私学事業団寄付金課ま
でご提出ください。
　なお、公募要領、公募様式等については、私学事業団
ホームページ▶助成業務▶「学術研究振興資金」▶「平
成25年度学術研究振興資金公募様式等」及び「平成25年
度学術研究振興資金（若手研究者奨励金）公募様式等」
をご覧ください。

提出期限　平成24年10月26日（金）

 助成部　寄付金課
 ☎03（3230）7316・7319
 Ｅメール　kifukin@shigaku.go.jp

私立学校等からの研修生受け入れ

　私学事業団では、私立学校教育の振興に関する実務経
験等を通じ、当該私立学校等の運営の充実を図るための
広い見識と実務能力の育成を図ることを目的として、助
成業務においては私立学校等の職員を受け入れる研修制
度を設けています。
　平成25年度の研修生受け入れに関する募集要項は、10
月中旬にホームページ等でお知らせする予定ですのでご
覧ください。

 総務部　人事課
 ☎03（3230）7883・7884
 Ｅメール　jinji@shigaku.go.jp

第12回　私学振興債券の発行

　私学事業団では、私立学校の施設設備の整備に要する
資金その他経営に必要な資金について、長期資金・固定
金利の貸付事業を行っています。
　この事業に要する資金の一部として、平成24年度は第
12回私学振興債券（10年債）の発行を予定しており、主
幹事に三菱UFＪモルガン・スタンレー証券（事務）と
ＳＭＢＣ日興証券を指名しました。
　発行額は50億円程度です。

 財務部　経理第一課
 ☎03（3230）7272・7273
 Ｅメール　keiri1@shigaku.go.jp

〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）助成業務

「月報私学」に対するご意見・
ご要望をお待ちしています

　「月報私学」は私学事業団の広報誌として、私学
の皆様に役立つ情報を提供するため、より一層の充
実を図っていきたいと考えています。皆様から本誌
に対するご意見、ご感想、また取り上げてほしい企
画などのご要望がありましたら、下記までお寄せく
ださい。今後の編集の参考にさせていただきます。
　たくさんのご意見をお待ちしています。

 日本私立学校振興・共済事業団　企画室
 ☎03（3230）7810・7811
 Eメール　kikaku@shigaku.go.jp

◆共済運営委員会
（平成24年８月31日付）
　退　任　　　　　石　井　　　玲
（平成24年９月１日付）
　新　任　　　　　榎　本　雅　人

委員の就任及び退任のお知らせ
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（「月報私学」はホームページにも掲載しています）I N FORMAT ION



融資事業のご案内融資事業のご案内

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内
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月報私学　10月号（VOL．178）平成24年10月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811（企画室）

（禁無断転載） 

私学共済ホームページから宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/

問 い 合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jpご相談はお早目にどうぞ

平成24年度融資のご相談、お待ちしています！

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

　私学事業団融資は、長期資金（据置期間
を含めて最大20年）・固定金利・元金均等
償還です。
　施設整備をご計画なら「安心で、安定感
のある」本事業団資金のご利用を検討され
てはいかがでしょうか。

　24年度融資のご希望については、現在受
付中です。

■融資金利表（平成24年10月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　 校(園)舎、体育館、講堂、遊

戯室等の建築事業等並びに校
(園)地の買収事業等

年％ 年％ 年％

1.5 0.8 0.6
【特別施設費】
　　 寄宿舎、国際交流会館、セミ

ナーハウス等の建築事業並び
に当該施設建築のための土地
買収事業等

1.6 0.9 ―

【教育環境整備費】
　　校教具、通園バス等の購入
　　 ※幼稚園、特別支援学校、専

修学校が対象
― ―

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.5
【教育環境整備費】
　　 大型設備・情報技術整備等 ― 0.8 ―
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。

シャトルバス乗り場へのアクセスが向上しました!!

〒532-0004　大阪市淀川区西宮原1-3-35　☎06（6396）6211
（JR「新大阪」駅北口から徒歩10分。地下鉄「新大阪」駅②号出入口から
無料送迎バスを運行）

クラブ遠征合宿やゼミ旅行などに最適な
団体（15名以上）を対象とした宿泊プランです。

１泊２食　１室２～３名（１名様）　7,500円
取扱期間：平成25年3月31日まで
（12月29日及び12月31日～1月3日を除く）

スポーツ・各種団体宿泊プラン

　ＪＲ新大阪駅に「北口」が新設され、大阪ガーデンパレ
ス専用のシャトルバス乗り場へのアクセスが向上しまし
た。シャトルバス乗り場は、地下鉄②号出入口階段を下り
て左側（北口から徒歩１分）です。大阪ガーデンパレスに
お越しの際には、15分間隔で運行（7：35～23：05）す
るシャトルバス（無料）をご利用ください。

HOTEL, BANQUET& RESTAURANT

駅前広場・タクシー乗場

南口

中央口

待合室

←地下鉄改札へ

新大阪阪急ビル
（３階）

東口

北口駅前通り

※新幹線・東海道本線の各出口より赤い矢印に沿って新大阪駅北口を通り、新大阪阪急ビル内のコンコース
　エスカレーターを下り、連結する地下鉄②号出入口階段を下りてすぐ左側です。

２階へ←３階

１階へ

２階
↑

シャトルバス発着場
（高架下②号出入口）

⇒

ＪＲ・新幹線 新大阪駅

新大阪駅北口

地下鉄

②号出入口

新幹線コンコース
下
地

御
新
鉄

筋
堂

線
駅
阪
大
新

４
２
３

線
号

御
堂

動
車
道

央
中
里
千
至

田
梅
至

在来線コンコース

道
歩 （３階）

西口

朝食（イメージ）
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